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１【提出理由】

　ブラックロック・グローバル・ファンズ（BlackRock Global Funds）（以下「ファンド」といいます。）のサブ・ファン

ドであるアジアン・ドラゴン・ファンドおよびＵＳガバメント・モーゲージ・ファンド（以下「サブ・ファンド」といいま

す。）の投資方針ならびにファンドの分配方針および投資制限が、以下のとおり変更されますので、ファンドは金融商品取

引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第３号の規定に基づき本臨時報告

書を提出するものです。

 

２【報告内容】

(1) 変更の内容についての概要

変更箇所には下線＿＿＿＿＿を付します。（全文変更の場合には、下線を付しておりません。）

 

(a) 投資方針

　該当ファンドの投資対象は、以下のとおりである。

（中略）

（ⅱ）ＵＳガバメント・モーゲージ・ファンド

　ＵＳガバメント・モーゲージ・ファンドは、高水準のインカム収益を追求する。ＵＳガバメント・モーゲージ・

ファンドは、その総資産の少なくとも80％をアメリカ合衆国政府、その機関または下部機構が発行しまたは保証す

る譲渡性のある証券（ファニーメイおよびフレディマックにより発行されるモーゲージ・バック証券等政府抵当公

庫（Government National Mortgage Association）（「ジニメ」）抵当証券および抵当権付貸付債券の集合体の持

分権を表章するその他のアメリカ合衆国政府証券抵当証券を含む。）に投資する。ＵＳガバメント・モーゲージ・

ファンドは、米ドル建の有価証券に投資する。

　投資目的の一環として、サブ・ファンドは、投資格付の有無にかかわらず、資産担保証券（「ＡＢＳ」）および

モーゲージ・バック証券（「ＭＢＳ」）に制限なく投資することができる。これらには、アセット・バック・コ

マーシャル・ペーパー、債務担保証券、不動産抵当証書担保債券、商業モーゲージ・バック証券、クレジットリン

ク債、不動産担保ローン投資、住宅モーゲージ・バック証券および統合債務担保証券が含まれる。ＡＢＳおよびＭ

ＢＳの裏付となる資産は、ＡＢＳの場合にはクレジットカード債権、自動車ローンおよび学生ローンのような、ま

たMBSの場合には規定・認可金融機関から発行される商業モーゲージおよび住宅ローンのような、ローン、リースま

たは債権が含まれる。サブ・ファンドが投資するＡＢＳおよびＭＢＳは、投資家へのリターン増加のためレバレッ

ジを活用することができる。一部のＡＢＳは、直接有価証券に投資することなく、クレジット・デフォルト・ス

ワップのようなデリバティブまたは様々な発行体の有価証券の実績エクスポージャーを獲得するようなデリバティ

ブのバスケットの利用により構築される。

　サブ・ファンドは、ＡＢＳ、ＭＢＳおよび無格付証券に大きくエクスポージャーを保有することができ、投資家

は、「投資リスク、特別リスク考察」に記載される該当リスク開示情報を参照のこと。

（中略）

レバレッジ

　サブ・ファンドの投資エクスポージャーの水準（エクイティ・ファンドの場合、その商品および現金との合計）

は、金融派生商品または借入れ（借入れは、制限された状況においてのみ許可され、投資目的では行われない。）の

利用によりその純資産価額を合計で超えることができる。サブ・ファンドの投資エクスポージャーがその純資産価額

を超えた場合、それはレバレッジと呼ばれる。規則は、英文目論見書がグローバル・エクスポージャーを測定するに

あたってＶａＲを用いるファンドにおいてレバレッジの予想水準に関する情報を含むことを要求している。各サブ・

ファンドのレバレッジの予想水準は以下に記載され、その純資産価額に対する百分率で表記される。サブ・ファンド

は、不規則または不安定な市場状況（例示すると、あるセクターまたは地域の困難な経済状況により投資価格に急激

な変動があった場合等）においてより高い水準のレバレッジを有することがある。かかる状況において、関連する投

資顧問会社は、サブ・ファンドが負う市場リスクを減らすためにサブ・ファンドにおける金融派生商品の利用を増加

することができ、その結果そのレバレッジの水準が上がることがある。開示の目的上、レバレッジは金融派生商品の

利用により得られる投資エクスポージャーを指す。レバレッジは、関連するサブ・ファンドの保有するすべての金融

派生商品の名目価額の合計を用い、ネットすることなく計算される。レバレッジの予想水準は上限ではなく、随時変

動することがある。

（ⅰ）アジアン・ドラゴン・ファンド

用いられるリスク管理方法：　　　ＭＳＣＩ　ＡＣアジア（除く日本）を適切なベンチマークとして用いる、相

対ＶａＲ。

サブ・ファンドのレバレッジの予想水準：純資産価額の10％
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（ⅱ）ＵＳガバメント・モーゲージ・ファンド

用いられるリスク管理方法：　　　シティグループ・モーゲージ・インデックスを適切なベンチマークとして用

いる、相対ＶａＲ。

サブ・ファンドのレバレッジの予想水準：純資産価額の240％

 

(b) 分配方針

　分配方針は、以下のとおり変更されます（全文変更）。

 

　ファンドの定款上、ルクセンブルグ法で定められた最低資本金額（現在125万ユーロ相当額）要件のほかには分配に

関する制限は課されていない。取締役会は、いくつかのサブ・ファンドについて中間配当を行う権限を有する。

　取締役会の現在の方針は、投資証券のクラス毎に決められる。無分配型投資証券クラスに関しては、すべての純収

益を保持し再投資することが現在の方針である。その際、収益は純資産額に留保され、該当クラスの一口当たり純資

産価格に反映される。分配型投資証券クラスに関しては、該当期間について純収益を分配する投資証券クラスの費用

の控除後または総収益を分配する投資証券クラスの費用控除前にほぼすべての投資収益を分配することが現在の方針

である。

　取締役会はまた、分配金に純実現および純未実現キャピタル・ゲインからの配当を含めるか否かおよびどの程度含

めるかを決定することができる。分配型投資証券クラスが純実現キャピタル・ゲインまたは純未実現キャピタル・ゲ

インを含む分配金を支払う場合、または費用を含む収益総額を分配するファンドの場合、分配金には、当初の投資元

本が含まれることがある。投資主は、各地域の課税法令に依拠してかかる方法で分配される分配金が収益として課税

されることに留意し、本件に関し税務の専門家に相談すべきである。

　英国報告ファンドの投資証券クラスを有するサブ・ファンドについて、配当を超過する収益が報告された場合、剰

余金は、みなし配当として処理され、投資者の課税上の地位に従って、収益として課税される。

　英国報告ファンドの投資証券については、サブ・ファンドの種類により、配当の支払回数が決定される。

　取扱通貨、ヘッジ証券クラス、デュレーション・ヘッジ証券クラス、分配投資証券クラスおよび無分配投資証券ク

ラスならびに英国報告ファンドのクラスのリストは、ファンドの登記上の事務所および各地のインベスター・サービ

シング・チームにおいて入手できる。

　分配型投資証券クラスの通常の分配方法について規定している後記「配当の計算」の表を参照のこと。分配型投資

証券クラスの通常の配当の公表および再投資の支払方法について規定している後記「配当の公表および再投資の支

払」の表を参照のこと。取締役会は、一定の状況において、追加分配の支払を行い、また分配型投資証券クラスの方

針を変更することができる。

　支払回数を選択できる分配型投資証券は、取締役会の裁量により公表される。追加配当回数および配当入金日の確

認はファンドの登記上の事務所および各地のインベスター・サービシング・チームにおいて入手できる。ファンド

は、会計期間中における当該投資証券の発行、乗換えまたは買戻しによって影響を受けないサブ・ファンド内で発生

し各投資証券に帰属する当期純利益（または総収益分配型投資証券および安定分配型投資証券の場合、総収益ならび

に金利差分配型投資証券の場合、総収益および金利差額）の水準を確保することを目的として、利益の平準化を行

う。

　会計期間中に投資主が投資証券を購入する場合、購入される投資証券の価格は、最後に分配が行われた日以降に発

生した当期純利益額が含まれるものとみなされる。その結果、毎月分配型投資証券、安定分配型投資証券、金利差分

配型投資証券、毎四半期分配型投資証券および毎年分配型投資証券について、購入後投資主が受領するサブ・ファン

ドの第１回分配金には、元本の払戻しが含まれる。無分配型投資証券は収益を分配しないため、同様の影響を受ける

ことがない。

　会計期間中に、毎月分配型投資証券、毎四半期分配型投資証券および毎年分配型投資証券を投資主が売却する場

合、買戻価格は、最後に分配が行われた日以降に発生した当期純利益が含まれるものとみなされる。総収益分配型投

資証券および安定分配型投資証券の場合、平準化はサブ・ファンドの総収益に基づき計算され、金利差分配型投資証

券の場合は、平準化はサブ・ファンドの総収益および帰属する投資証券の金利差に基づき計算される。無分配型投資

証券は、収益を分配しないため、同様の影響を受けることがない。

　ファンドの収益の平準化を行うサブ・ファンドのリストおよび毎月分配型投資証券、安定分配型投資証券、金利差

分配型投資証券、毎四半期分配型投資証券および毎年分配型投資証券の日々の価格を含む収益は、ファンドの登記上

の事務所から請求により入手することができる。

 

配当の計算

　各種類の分配型投資証券クラスの通常の計算方法は、以下のとおりである。計算方法は、取締役会の裁量で変更さ

れることがある。
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計算方法

毎日分配型投資

証券

当該日に発行済の投資証券数について、費用控除後、日々発生した収益に基づき、配当が毎日計

算される。

累積毎月分配は、所有口数および当該期間に所有していた日数に基づき投資主に分配される。毎

日分配型投資証券の所有者は、申込み日から買戻し日までの分配金を受領する権限を有する。

毎月分配型投資証

券

費用控除後、配当期間に発生した収益に基づき、配当が毎月計算される。

配当は月末に所有していた証券口数に基づき投資主に分配される。

安定分配型投資

証券

配当は、一定期間（取締役会により随時決定される。）の予想総収益に基づき、当該期間に投資

主に対して一貫した毎月の配当を提供することを目的として、取締役会の裁量により計算され

る。

取締役会の裁量により、元本、純未実現および純実現キャピタル・ゲインを配当することができ

る。

配当は、月末に所有していた投資証券口数に基づき毎月計算され、投資主に分配される。

金利差分配型投

資証券

配当は、一定期間（取締役会により随時決定される。）の通貨ヘッジクラス投資証券から生じる

予想総収益および金利差に基づき当該期間に投資主に対して一貫した毎月の配当を提供すること

を目的として、取締役会の裁量により計算される。

取締役会の裁量により、元本、純未実現および純実現キャピタル・ゲインを配当することができ

る。通貨ヘッジクラス投資証券から生じる金利差の分配金計算への算入は、元本またはキャピタ

ル・ゲインからの分配とみなされる。

配当は、月末に所有していた投資証券口数に基づき毎月計算され、投資主に分配される。

毎四半期分配型

投資証券

費用控除後、配当期間に発生した収益に基づき、配当が毎四半期計算される。

配当は四半期末に所有していた証券口数に基づき投資主に分配される。

毎年分配型投資

証券

費用控除後、配当期間に発生した収益に基づき、配当が毎年計算される。

配当は年度末に所有していた証券口数に基づき投資主に分配される。

 

　総収益分配型投資証券が発行された場合、上記の計算方法は、収益は費用込みで分配されることを反映するために

修正される。総収益分配型投資証券は、エクイティ・インカム・ファンドに関して発行される既定の投資証券クラス

である。

　サブ・ファンドの大部分は、その投資から発生する収益から費用を控除するが、一部のサブ・ファンドは、元本か

らその費用の一部または全部を控除する。これはより多くの収益を分配することを可能とするが、元本成長の可能性

を減少させる影響を及ぼすことがある。
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配当の公表および再投資の支払

　以下の表は、配当の公表および支払についての通常の過程ならびに投資主が利用可能な再投資の選択について記載

している。公表日は、しばしば取締役会の裁量で変更されることがある。

分配型 公表 支払 自動配当再投資 支払方法

毎日分配型投資

証券

各暦月の最終営業日

（または取締役会が決

定し、（可能であれ

ば）投資主に事前に通

知するその他の営業

日）に、当該サブ・

ファンドの取引通貨で

公表される。

公表後１暦月以内に、

事前の公表日以降の期

間、投資証券を保有し

ている投資主に対し支

払われる。

投資主が、書面にて各

地のインベスター・

サービシング・チーム

に請求をしない限りま

たは申込書において請

求しない限り、分配金

は、同サブ・ファンド

の同クラス形式の投資

証券に自動的に再投資

される。

投資主が各地のインベ

スターズ・サービシン

グ・チームに通知した

分配金または申込書に

おいて請求した分配金

は、投資主が選択した

ファンドの取引通貨

で、投資主の費用負担

にて直接投資主の銀行

口座に電信送金により

支払われる（投資者と

その販売会社間で別段

の合意がある場合を除

く。）。

毎月分配型投資

証券

公表後１暦月以内に、

公表日直前の営業日に

投資主名簿に登録され

ている投資主に対し支

払われる。

安定分配型投資

証券

金利差分配型投

資証券

毎四半期分配型

投資証券

３月20日、６月20日、

９月20日および12月20

日（ただし、当該日が

営業日ではない場合、

翌営業日）

公表後１暦月以内に、

投資主に対して支払わ

れる。

毎年分配型投資

証券

各会計年度の最終営業

日（または取締役会が

決定し、（可能であれ

ば）投資主に事前に通

知するその他の営業

日）に、当該サブ・

ファンドの取引通貨で

公表される。

公表後１暦月以内に、

公表日直前の営業日に

投資主名簿に登録され

ている投資主に対し支

払われる。

　（注）　 上記の表に記載される選択は、英国報告ファンドの投資証券の該当クラスにも適用され、純収益配当および総収益配当の両方にも

適用される。

 

　公表日から５年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、サブ・ファンドに帰属する。

　当初手数料またはＣＤＳＣは、それぞれ再投資によって発行されたクラスＡ分配投資証券、クラスＢ分配投資証券

またはクラスＱ分配投資証券については課されない。

　再投資される分配金は、投資主が受領する収益として、ほとんどの法域内の税法に従って取り扱われる可能性があ

ることに注意しなければならない。投資家は、この点について専門家に税務上の助言を求めるべきである。
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(c) 投資制限

　投資制限は、以下のとおり変更されます（全文変更）。

 

１．ファンドの定款は、ルクセンブルグ法の許容範囲の限度内でファンドが譲渡性のある証券およびその他の流動性金

融資産への投資を行うことを認めている。定款にはファンドの資産に関わる投資、借入れまたは質権設定に関する制

限の決定は、同法に従い、取締役会の裁量による旨が規定されている。

　ファンドの定款は、ルクセンブルグ法令に規定された条件に基づき、ファンドの一または複数の他のサブ・ファン

ドにより、発行されるかまたは発行された有価証券の申込み、取得および保有を認めている。

２．下記のルクセンブルグ法および（関連する該当項目について）取締役会による制限が現在サブ・ファンドに適用さ

れる。

2.1 各サブ・ファンドの投資対象は以下により構成される。

(a）欧州連合（以下「ＥＵ」という。）加盟国の証券取引所への正式上場を許可されている譲渡性のある証券および

短期金融証書

(b）定期的に運営され、公認かつ公開のＥＵ加盟国内のその他規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券およ

び短期金融証書

(c）東欧および西欧、アメリカ大陸、アジア、オセアニア、アフリカのその他の国の証券取引所への正式上場を許可

されている譲渡性のある証券および短期金融証書

(d）東欧および西欧、アメリカ大陸、アジア、オセアニア、アフリカのその他の国にある定期的に運営され、公認か

つ公開のその他規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融証書

(e）最近発行された譲渡性のある証券および短期金融証書。ただし、その発行条件に、(a)および(c)に規定される証

券取引所の一つまたは(b)および(d)に規定される定期的に運営され、公認かつ公開の規制ある市場への正式上場の

許可申請が行われ、かかる許可が発行から１年以内に確保される旨の約束が含まれるものとする。

(f）ＥＵ加盟国内に所在するか否かを問わず、ＵＣＩＴＳおよび／または欧州共同体閣僚理事会の2009年７月13日付

通達（2009／65／ＥＣ）（改正済）（以下「通達2009／65／ＥＣ」という。）の第１条２項のａ）およびｂ）の趣

意書に規定されるその他の投資信託（「ＵＣＩｓ」）の受益証券。ただし、

－　かかるその他のＵＣＩｓは、ＥＵの法律に定めるものに相当するＣＳＳＦによる監督に服しており、また監督

機関間の協力が十分に保証されていることを定める法律に基づき認可されているものとし、

－　その他のＵＣＩｓの受益者のための保護水準は、ＵＣＩＴＳの受益証券のために定められるものと同等とし、

特に、資産の分離、借入れ、および譲渡性のある証券や短期金融証書の無保証の販売に関するルールは、通達

2009／65／ＥＣの要件と同等とし、

－　その他のＵＣＩｓの業務は、報告期間中の資産と負債、収益および事業運営についての評価を行うことができ

るように半期報告書および年次報告書で報告されるものとし、

－　取得が予定されるＵＣＩＴＳまたはＵＣＩｓの資産（または異なる区分の負債の分離原則が第三者に対し確約

されている場合にはそのサブ・ファンドの資産）の10％を超えて、その設立文書に従い、合計でその他のＵＣ

ＩＴＳまたはＵＣＩｓの受益証券に投資することができない。

　ファンドは、ファンドの現行の英文目論見書により一部ファンドに関し別途規定されている場合を除き、その資

産の10％を超えてＵＣＩＴＳまたはその他のＵＣＩｓの受益証券に投資しない。

(g）要求に応じ払戻可能であるか、引き出す権利のある満期12か月未満の金融機関への預金。ただし、かかる金融機

関は、ＥＵ加盟国に登記上の事務所を有するものとする。金融機関の登記上の事務所が非加盟国にある場合には、

当該機関は、ＥＵの法律に規定されるものと同等であるとＣＳＳＦがみなす監督規定に服しているものとする。

(h）規制ある市場で取引される金融派生商品（相当する現金決済商品を含む。）および／または店頭で取引される金

融派生商品（「ＯＴＣ派生商品」）。ただし、

－　裏付となる原商品は、ファンドがその投資目的に従い投資する上記(a)ないし(g)に記載される商品、金融指

数、金利、外国為替相場または外国通貨で構成されるものとし、

－　ＯＴＣ派生取引の取引相手は、適正な監督に服し、かつＣＳＳＦにより承認されるカテゴリーに属する機関と

し、

－　ＯＴＣ派生商品は、毎日信頼できる認証可能な評価に服し、かつファンドの発意により適正価格でいつでも相

殺取引により売却、清算、または決済できるものとする。

(i）投資家保護および貯蓄の目的上、証書の発行または発行体自体が規制される場合には規制ある市場で取引される

以外の2010年法第41条(1)(a)項に規定される短期金融証書。ただし、かかる商品は、
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－　ＥＵ加盟国の中央、地域もしくは地方の機関または中央銀行、欧州中央銀行、ＥＵ、または欧州投資銀行、Ｅ

Ｕ非加盟国によって、または連邦国の場合は連邦構成地域の一つによって、またはＥＵ加盟国の一もしくは複

数が属する公的国際機関によって発行または保証されているものとし、

－　上記(a)、(b)、もしくは(c)に記載される規制ある市場で取引される証券に係る企業により発行されているもの

とし、または

－　ＥＵの法律により規定される判断基準に従い適正な監督対象となる機関、または少なくともＥＵの法律により

規定されるものに相当する最も厳しいとＣＳＳＦがみなす的確な規則の対象となり、かつそれを遵守する機関

により発行または保証されているものとし、または

－　ＣＳＳＦが承認するカテゴリーに属するその他機関により発行されているものとする。ただし、かかる商品へ

の投資は、第一、第二または第三の趣意書に規定されるものに相当する投資家保護の対象となり、またその発

行体は、資本金と準備金の額が少なくとも10百万ユーロに上る会社であって、通達78／660／ＥＥＣ(1)に従い

年次決算書を提示公表する会社とし、一社もしくは数社の上場企業を含む企業グループ内では当該グループの

金融業務を専業とする企業または金融流動化から利益を受ける証券化ビークルのファイナンス業務を専業とす

る企業とする。

2.2 更に、各サブ・ファンドは、純資産額の10％を超えて2.1(a)ないし(i)に定める以外の有価証券および短期金融証

書に投資することができる。

2.3 各サブ・ファンドは、ファンドの他のサブ・ファンド、2.1(f)に記載するＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵ

ＣＩの受益証券を購入することができる。各サブ・ファンドのＵＣＩＴＳ、ファンドの他のサブ・ファンドおよび

その他のＵＣＩへの合計投資額は、サブ・ファンドが他のＵＣＩＴＳのファンドに対し投資適格があるとみなされ

るよう、純資産額の10％を超えないものとする。

　各サブ・ファンドがＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩの受益証券を購入した場合、2.6項に定める制限に

関連してそれぞれのＵＣＩＴＳおよびその他のＵＣＩの資産を織り込む必要はない。

　サブ・ファンドが直接または委託によって、同じ投資運用会社が運用し、または共通の経営もしくは支配または

大規模は直接保有もしくは間接保有によってかかる投資運用会社と関連するその他の企業が運用するＵＣＩＴＳお

よび／またはその他のＵＣＩの受益証券に投資する場合、かかる受益証券に関連してファンドに対して申込みまた

は買戻しの手数料を徴収してはならない。詳細は、有価証券報告書「第二部　外国投資法人の詳細情報、第３　管

理及び運営、２　利害関係人との取引制限」を参照のこと。

2.4 サブ・ファンド（「投資サブ・ファンド」）が、ファンドの他のサブ・ファンド（「対象サブ・ファンド」）の

投資証券に投資する場合、

・　対象サブ・ファンド自体は、投資サブ・ファンドに投資することができない。

・　対象サブ・ファンドは、（上記2.3項に記載されるとおり）純資産額の10％を超えてファンドの他のサブ・ファ

ンドの受益証券に投資することができない。

・　対象サブ・ファンドの投資証券に付随する議決権は、投資期間中、投資サブ・ファンドにつき停止される。

・　対象サブ・ファンドに関連して支払われる運用手数料または申込みもしくは買戻しの手数料は、投資サブ・

ファンドには請求されない。

・　対象サブ・ファンドの投資証券の純資産価額は、ファンドの資本金が2010年法に定められる法定最低額（現在

は1,250,000ユーロ）を上回るものとする要件の目的上、考慮されない。

2.5 サブ・ファンドは、付随的流動資産を保有することができる。

2.6 サブ・ファンドは、下記の制限を超えて一発行体に投資してはならない。

(a）サブ・ファンドの純資産額の10％を超えて同じ発行体が発行した譲渡性のある証券または短期金融証書に投資

してはならない。

(b）サブ・ファンドの純資産額の20％を超えて同一法主体に預託された預金に投資してはならない。

(c）例外として、以下の場合、本項の第１文に定める10％制限は次のように引き上げられる。

・　譲渡性のある証券または短期金融証書がＥＵ加盟国、ＥＵ加盟国の地方機関、非加盟国または一か国以上の

ＥＵ加盟国が加入している公的な国際機関が発行または保証している場合、35％を上限とする。

・　ＥＵ加盟国に登記上の事務所を有し、債券保有者の保護を目的とした法律に基づく特別な公的監督に服す金

融機関が発行した債券の場合、25％を上限とする。特に、かかる債券の発行手取金は法律に従って、債券の

有効期間中、債券に付与された請求権をカバーすることができ、かつ発行体の破綻に際して優先的に元本と

経過利息を支払うために使用される資産に投資されなければならない。サブ・ファンドが純資産額の５％を

超えて本項に記載するひとつの発行体が発行した債券に投資する場合、かかる投資対象の総価格はファンド

の純資産価額の80％を超えてはならない。
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(d）サブ・ファンドが複数の発行体の譲渡性のある証券または短期金融証書を保有しており、それぞれの発行体に

純資産額の５％以上を投資している場合、かかる譲渡性のある証券または短期金融証書の総価値がファンドの純

資産価額の40％を超えてはならない。上記の制限は、適正な監督に服す金融機関に預託された預金およびかかる

金融機関と行う店頭派生商品には適用されないものとする。2.6(c)の二つのインデントに定める譲渡性のある証

券および短期金融証書は本項の40％制限を適用する際には考慮に入れないものとする。

　2.6(a)ないし(d)に定める個々の制限にかかわらず、サブ・ファンドは

－　一法主体が発行した譲渡性のある証券または短期金融証書への投資

－　一法主体に預けた預金および／または

－　一法主体と行う店頭派生商品取引に起因する投資エクスポージャー

を組み合わせて純資産の20％を超えてはならない。

　譲渡性のある証券または短期金融証書に派生商品が組み込まれている場合、上記の制限を遵守する際にはかか

る派生商品を考慮に入れなければならない。

　2.6(a)ないし(d)に定める制限を組み合わせることができない。そのため、2.6(a)ないし(d)に従って実施され

た同じ法主体が発行した譲渡性のある証券もしくは短期金融証書への投資または同じ法主体に預託された預金も

しくは同じ法主体と行う派生商品取引が合わせてサブ・ファンドの純資産額の35％を超えてはならない。

　通達83／349／ＥＥＣまたは国際的に公認の会計基準に従って連結財務諸表の作成に関連して同じ企業グループ

に属す企業は、2.6(a)ないし(d)に定める投資制限を計算する際には一法主体とみなされるものとする。

　サブ・ファンドは、2.6(a)および2.6(d)の三つのインデントに定める制限に従って、累積的に純資産額の20％

以上を同じグループの譲渡性のある証券または短期金融証書に投資してはならない。

　以下の2.8に定める制限を排除することなく、2.6(a)に定める10％制限は、サブ・ファンドの投資方針がＣＳＳ

Ｆが承認した特定の株式または債券の指数を追跡することを目的とする場合、同一発行体が発行した株式およ

び／または債券への投資に関して2.6(a)に定める制限は20％に引き上げられる。ただし、

－　指数の構成が十分に分散化されていること。

－　指数が指数の基礎となる市場のベンチマークとして十分であること。

－　適当な方法で指数が発表されること。

を条件とする。

　特に譲渡性のある証券または短期金融証書が大半を占める規制ある市場における例外的な市況を理由に正当化

される場合、上記の制限は35％とする。かかる35％を上限とする投資は、単一の発行体だけを対象とする。

　特例としてサブ・ファンドは、純資産額の100％を上限としてＥＵ加盟国もしくはＥＵ加盟国の地方公共団体、

ＯＥＣＤのその他の加盟国または一もしくは複数のＥＵ加盟国が加入している公的国際機関が発行または保証し

た各種の譲渡性のある証券および短期金融証書に投資することができる。ただし、ファンドは、(ⅰ)かかる証券

は少なくとも６銘柄で構成され、(ⅱ)証券一銘柄がサブ・ファンドの純資産額の30％以上を占めないことを条件

とする。

2.7 ファンドは、発行体の経営に重大な影響力を行使するために議決権株式を取得してはならない。

2.8 ファンドは、

(a）同一発行体の無議決権株式を10％以上取得してはならない。

(b）同一発行体の債券を10％以上取得してはならない。

(c）同一投資信託の受益証券を25％以上取得してはならない。

(d）一発行体の短期金融証書を10％以上取得してはならない。

　上記の2.8(b)、(c)および(d)に定める制限は、取得時点で債券もしくは短期金融証書の総額または発行済み証券

の純額が計算できない場合には無視することができる。

2.9 上記2.7および2.8に規定される制限は、下記には適用されない。

(a）ＥＵ加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融証書。

(b）ＥＵ非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融証書。

(c）一または複数のＥＵ加盟国が加盟している公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短期金融証書。

(d）当該非加盟国の制定法によりその株式取得がサブ・ファンドにとり当該国の発行体の証券に投資できる唯一の

方法である場合には、登記上の事務所を当該国に有する発行体の証券に主としてその資産を投資する当該国に設

立された会社の資本に関しサブ・ファンドが保有する譲渡性のある証券。ただし、非加盟国の当該会社が投資方

針において、2010年法第43条、第46条および第48条(1)、(2)に規定される制限に従っている場合のみ適用され

る。2010年法第43条および第46条に規定される制限が過度の場合、第49条に必要な変更を加え適用するものとす

る。
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(e）ファンドのためにのみ子会社が所在する国で投資運用業、投資顧問業、または販売業を営み、投資主のために

その要求に応じ受益証券の買戻しを独占的に行うファンドの子会社の資本についてファンドが保有する譲渡性の

ある証券。

2.10 投資主の利益において、ファンドは、ファンドの資産の一部である有価証券に付随する新株引受権を行使する。

　ファンドの支配の及ばない理由または新株引受権を行使した結果として、上記の2.2から2.8に定める上限比率を

超えた場合、ファンドは、優先的目標として株主の利益を十分に考慮した上で、事態を是正するために売りの取引

を行わねばならない。

2.11 サブ・ファンドは、一時的に、純資産額の10％（市場価格で評価する。）を限度とする借入れを行うことができ

る。また、サブ・ファンドの勘定でバック・ツー・バック・ローンによる外貨を購入することができる。

2.12 ファンドは、第三者のために信用供与を行い、保証人を務めてはならない。ただし、上記制限の解釈上、(ⅰ)2.1

(f)、(h)および(i)に定める譲渡性のある証券、短期金融証書またはその他の金融資産の購入（全額払込み形式か、

分割払込み形式かを問わない。）および(ⅱ)ポートフォリオ証券の許可された貸出しは貸付けとはみなされないも

のとする。

2.13 ファンドは、2.1(f)、(h)および(i)に定める譲渡性のある証券、短期金融証書またはその他の金融資産のアンカ

バーの売り取引を行ってはならない。ただし、上記の制限によってもファンドは許可された制限の範囲内で、金融

派生商品に関連して預金を行い、またはアカウントを維持することを妨げられないものとする。

2.14 ファンドの資産に貴金属または貴金属を表象する証明書、市況商品、商品契約または市況商品を表象する証明書

が含まれてはならない。

2.15 ファンドは、不動産、不動産のオプションまたは不動産の権利を売買してはならない。ただし、ファンドは不動

産もしくは不動産の権利を担保とする証券または不動産もしくは不動産の権利に投資する企業が発行した証券に投

資することができる。

2.16 更に、ファンドは、投資証券を販売する国の規制機関が定めた追加の制限を遵守するものとする。

　ファンドは、各サブ・ファンドの目的を達成するために合理的と考えるリスクを取るものとする。ただし、証券

取引所の価格変動および譲渡性のある証券への投資に内在するその他のリスクに鑑み、サブ・ファンドがサブ・

ファンドの目的を達成できるという保証はない。

３．投資技法と金融商品

3.1 ファンドは、常にポジションのリスクとポートフォリオ全体のリスク構造への影響を監視し、測定できるリスク

管理手続を活用し、独自に店頭派生商品の価値を正確に評価するプロセスを採用しなければならない。また、ファ

ンドはＣＳＳＦが定めた詳細な規則に従って、店頭派生商品の種類、原資産のリスク、量的制限および派生商品取

引に伴うリスクを推定するために選択した方法を定期的にＣＳＳＦに報告しなければならない。

3.2 更に、ファンドは、ＣＳＳＦが定めた条件および制限に従って譲渡性のある証券および短期金融証書に関連する

技法および手段を活用する権限を有する。ただし、かかる技法および手段は、効率的なポートフォリオ運用または

ヘッジの目的に活用することを条件とする。

3.3 投資活動に派生商品の活用が係わる場合、上記の条件および制限は2010年法に定める規定に合致するものとす

る。

　投資活動によってファンドの投資方針および投資制限から逸脱してはならない。

3.4 ファンドは、原資産のグローバル・リスクがサブ・ファンドの純資産総額を超えないことを確認する。指数を基

礎とする派生商品の原資産は、2.6(a)ないし(d)に基づく投資制限には織り込まれない。

・　譲渡性のある証券または短期金融証書に派生商品が組み込まれている場合、上記の制限を遵守する際にはかか

る派生商品を考慮に入れなければならない。

・　リスクは、原資産の現在価値、取引相手方のリスク、将来の相場の動向およびポジションを処分するための時

間を考慮した上で計算される。

3.5.効率的なポートフォリオ運用－その他の技法および手段

　金融派生商品への投資に加えて、ファンドは、ＣＳＳＦ通達08／356（随時改正済）およびＥＳＭＡガイドライン

（ＥＳＭＡ／2012／832ＥＬ）に定める条件に従い、譲渡性のある証券および短期金融商品に関連して、レポ／リ

バース・レポ取引（以下「レポ取引」という。）および証券貸付などのその他の技法および手段を用いることがあ

る。譲渡性のある証券または短期金融商品に関連し、効率的なポートフォリオ運用を目的として用いられる技法お

よび手段（直接投資を目的として用いられない金融派生商品を含む。）は、以下の基準を満たす技法および手段へ

の言及と理解されるものとする。

ａ）費用効率の高い方法で換金されるという点において経済的に適切である。

ｂ）以下のうちの一または複数の明確な目的のために行われる。

(ⅰ）リスクの低減
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(ⅱ）コストの削減

(ⅲ）ファンドおよびその関連するサブ・ファンドのリスク因子ならびにそれらに適用あるリスク分散ルールに抵

触しないリスク水準で行われるファンドのための元本の調達または収益の獲得

ｃ）リスクはファンドのリスク管理プロセスにより適切に把握される。

ｄ）サブ・ファンドの宣言された投資目的の変更を生ぜしめることはできず、本書に記載される一般的なリスク方

針と比べて重大な補足リスクを追加してはならない。

　効率的なポートフォリオ運用を目的として用いられる技法および手段（金融派生商品を除く。）は以下に記載さ

れ、以下に記載される条件に従う。

　更に、かかる取引は、関連するサブ・ファンドが保有する資産の100％について実行することができる。ただし、

(ⅰ)取引量が適当なレベルに保たれるか、またはファンドが買戻請求に常に応じることができるような態様で貸付

証券の返還請求権を有し、かつ、(ⅱ)かかる取引が、関連するサブ・ファンドの投資方針に従った資産の運用を阻

害するようなものではない場合に限る。かかる取引に伴うリスクは、ファンドのリスク管理プロセスに従って監視

されるものとする。

　効率的なポートフォリオ運用技法の一環として、サブ・ファンドは、投資顧問会社を通じて、随時、一定の募集

を引き受けまたは下引受けすることがある。運用会社は、関連するサブ・ファンドがかかる契約に基づき支払われ

るべき手数料および報酬を受領することを確保するよう努め、かかる契約に基づき取得されるすべての投資対象

は、関連するサブ・ファンドの資産の一部を構成する。ルクセンブルグの規制上、受託者／保管者の事前の承諾を

必要とするという要件はない。

3.6 証券貸借取引

　ファンドは、以下の規則を遵守することを条件として証券貸借取引を行うことができる。

(ⅰ) ファンドは、直接的に、または公認の証券決済機関によって設定された標準化されたシステム、もしくは金

融機関（ＣＳＳＦが、欧州共同体法に定める規定と同等であり、かつこの種の取引を専門にしていると承認

する慎重な管理ルールに服する金融機関に限る。）によって設定された貸付プログラムを通じて、証券の貸

付を行うことができる。

(ⅱ) 借主は、ＣＳＳＦが欧州共同体法が定める規定と同等の慎重な管理ルールに従わなくてはならい。

(ⅲ) 証券貸借取引から生じる取引相手方に対する純エクスポージャー（すなわち、サブ・ファンドが受け取る担

保を差し引いたサブ・ファンドのエクスポージャー）は、2010年法第43条(2)に定められる20％の制限につ

いて斟酌される。

(ⅳ) ファンドは、貸付取引を行う場合には、担保の設定を受けなくてはならず、その価額は、貸付契約の存続期

間中については貸付証券全体の評価額（利息、配当およびその他の偶発的な権利を含む。）の90％以上に相

当するものでなくてはならない。

(ⅴ) かかる担保は、貸付証券の移転の前または同時に設定されなくてはならない。上記3.5.1(ⅰ)の金融機関を

通じて証券が貸付けられる場合、貸付証券の移転について、取引が適切に完了されることを当該金融機関が

保証する場合には、担保の設定に先立って移転を行うことができる。ただし、借主の代わりに金融機関がＵ

ＣＩＴＳに対し担保を設定することができる。

(ⅵ）ファンドは、自らが締結した証券貸付契約をいつでも終了しまたは貸付証券の一部もしくは全部の返還を要

求する権利を有していなければならない。

ファンドは、貸付証券のグローバル評価について、年次報告書および半期報告書において開示するものとする。

3.7 レポ取引

　ファンドは以下を行うことができる。

(ⅰ) レポ取引（売主が、当事者が予め契約で定めた価格および条件で売却された証券を買主から買い戻す権利また

は義務を有する旨を定めた上で行う証券の売買）。

(ⅱ) リバース・レポ取引（満期に売主（取引相手方）が売却された証券を買い戻す義務を負い、ファンドが取引に

基づき受領した証券を返還する義務を負う先渡取引）。

3.7.1 ファンドは、レポ取引において買主または売主として行為することができる。ただし、かかる取引への関与は

以下の規定の対象となる。

(a) 3.6(ⅱ)および3.6(ⅲ)の条件を満たすこと

(b) 買主として行為するファンドとの間のレポ取引の有効期間中、ファンドは、その他の補償手段を有する場合

を除き、取引相手方が自己のオプションを行使する前にまたは買戻期限が終了するまで、契約対象の証券を売

却しないものとする。

(c) レポ取引に基づきファンドが取得した証券は、サブ・ファンドの投資方針および投資制限に適合しなくては

ならず、また以下に限定される。
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(ⅰ) 短期銀行証書または2007年３月19日付通達2007／16／ＥＣに定める短期金融商品。

(ⅱ) 十分な流動性を提供する非政府発行体によって発行される債券。

(ⅲ) 後記3.8.2(b)、(c)および(d)に言及される資産。

　ファンドは、その年次報告書および中間報告書の基準日に保有しているレポ取引の総額を開示するものとす

る。

3.7.2 ファンドがレポ契約を締結する場合、ファンドは、いつでも、レポ契約の対象となる証券を回収しまたは自ら

が締結したレポ契約を終了することができなければならない。７日以内の期間の定めのあるレポ契約は、ファン

ドがいつでも資産を回収できることを条件とする契約とみなされることを要する。

3.7.3 ファンドがリバース・レポ契約を締結する場合、ファンドは、いつでも、発生ベースまたは時価ベースで、現

金の全額を回収しまたはリバース・レポ契約を終了することができなければならない。現金が時価ベースでいつ

でも回収可能な場合、リバース・レポ契約の時価は、純資産価格の計算に用いられることを要する。７日以内の

期間の定めのあるリバース・レポ契約は、ファンドがいつでも資産を回収できることを条件とする契約とみなさ

れることを要する。

3.8 店頭金融派生商品取引および効率的なポートフォリオ運用技法のための担保の運用

3.8.1 店頭金融派生商品取引およびレポ取引または証券貸付契約などの効率的なポ―トフォリオ運用技法に関して取

得される担保（以下「担保」という。）は、以下の基準を遵守しなければならない。

(a）流動性：（現金以外の）担保は、高い流動性を有するべきであり、その売却前の評価額に近い価格で速やか

に売却できるよう、透明性のある価格設定を有する規制ある市場または多国間取引施設で取引されることを要

する。受領される担保はまた、2010年法第48条の規定を遵守することを要する。

(b）評価：担保は毎日評価できるべきであり、高い価格変動性を示す資産は、適切に保守的なヘアカットが実施

されていない限り、担保として受け入れられるべきではない。

(c）発行体の信用度：担保は高い信用度を有することを要する。

(d）相関関係：担保は、取引相手方から独立した法主体により発行されるべきであり、取引相手方のパフォーマ

ンスと高い相関関係を示さないことが予想されている。

(e）分散化：担保は、ある発行体に対する最大エクスポージャーをファンドの純資産価額の20％として、国、市

場および発行体の点において十分に分散されることを要する。サブ・ファンドが様々な取引相手方にさらされ

る場合、一発行体に対する20％のエクスポージャー制限を計算するために、様々な担保のバスケットは合算さ

れることを要する。

(f）即時の利用可能性：担保は、取引相手方への照会または取引相手方からの承諾なしに、いつでもファンドが

完全に実行できなければならない。

3.8.2 上記の基準に従い、担保は、以下の基準を遵守しなければならない。

(a）現金、短期銀行預金、2007年３月19日付通達2007／16／ＥＣに定める短期金融商品、取引相手方の関連会社

ではない一流の信用機関によって発行される要求払いの信用状および保証状などの流動資産。

(b）ＯＥＣＤ加盟国もしくはそれらの地方政府、または地域的もしくは世界的規模の超国家機関および共同体組

織によって発行または保証された債券。

(c）純資産価格の計算を毎日行い、かつＡＡＡ格またはこれと同等の格付を有するマネー・マーケット型のＵＣ

Ｉｓによって発行された投資証券または受益証券。

(d）主として下記(e)および(f)に定められる債券／株式に投資を行うＵＣＩＴＳによって発行された投資証券ま

たは受益証券。

(e）十分な流動性を提供する一流の発行体によって発行または保証された債券。または

(f）ＥＵ加盟国の規制ある市場またはＯＥＣＤ加盟国の金融商品取引所に上場されているかまたは取引されてい

る株式。ただし、かかる株式が主要なインデックスに含まれていることを条件とする。

3.8.3 所有権の移転がある場合、受領される担保は、保管銀行またはその代理人により保有されることを要する。所

有権の移転がない場合、担保は、慎重な監督に服し、かつ担保の提供者と関連を有していない第三者保管者によ

り保有されることができる。

3.8.4 現金により提供された担保によって、ファンドが当該担保の受託者に対する信用リスクのエクスポージャーを

とる場合、かかるエクスポージャーは、前記2.6に定める20％制限に服するものとする。

3.8.5 契約期間中、現金以外の担保を売却し、再投資しまたは質権を設定することはできない。

3.8.6 担保として受領される現金は、

(ⅰ）通達2009／65／ＥＣ第50条(f)に規定される法主体にのみ預託されることができる。

(ⅱ）優良国債にのみ投資されることができる。
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(ⅲ）リバース・レポ契約の目的にのみ使用されることができる。ただし、取引が慎重な監督に服する信用機関と

の間で行われることおよびファンドが発生ベースで現金の全額をいつでも回収することができることを条件

とする。

(ⅳ）欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関するＣＥＳＲガイドラインにおいて定義される短期

のマネー・マーケット・ファンドにのみ投資されることができる。

再投資される現金担保は、現金以外の担保に適用ある分散要件に従って分散されることを要する。

3.8.7 ファンドは、担保として受領される資産の各クラスに関してヘアカット方針を実施している。ヘアカットと

は、担保資産の評価額または流動性特性が時を経て低下することがあるという事実を考慮して担保資産の価値に

適用される割引である。ヘアカット方針は、担保の発行体の信用状態、担保の価格の変動性および担保運用方針

に従って実施されるストレス・テストの結果を含む関連する資産クラスの特徴を考慮する。関連する取引相手方

との間で実施されている契約の枠組みに従い（これは最低引渡額を含むこともあれば含まないこともある。）、

受領される担保は、適切な場合には関連する取引相手方のエクスポージャーに等しいかまたはこれを上回る価値

（ヘアカット方針に照らして調整される。）を有するものとすることがファンドの意向である。

3.8.8.店頭派生商品および効率的なポートフォリオ運用に関連するリスクおよび潜在的な利益相反

(a）店頭派生商品取引、効率的なポートフォリオ運用活動および当該活動に関連する担保の運用に伴う一定のリス

クが存在する。有価証券報告書「第二部　外国投資法人の詳細情報、第３　管理及び運営、２　利害関係人との

取引制限」ならびに特にデリバティブに関するリスク要因、取引相手方リスクおよび保管銀行の取引相手方リス

ク（これらに限られない。）を参照のこと。これらのリスクは投資家をより高い損失リスクにさらすことがあ

る。

(b)　店頭派生商品または効率的ポートフォリオ運用手法が係わる取引に関する結合した取引相手方のリスクは、取

引相手方がＥＵ、またはＣＳＳＦが監督規則がＥＵと同等であると判断する国に本拠地を置く金融機関である場

合、サブ・ファンドの純資産額の10％を超えないものとし、その他の場合、上記の制限は５％とする。

　ファンドの受任者は、信用リスク、取引相手方のリスク、取引活動に関する潜在的リスクおよび市場価格の変動

範囲内の不利な値動きに起因するリスクを継続的に評価するとともに、ヘッジの効果を常時評価する。ファンドの

受任者は、この種の活動に適用される社内制限を定め、これらの取引に関して承認された取引相手方を監視する。

４．取締役会は、日本証券業協会の規則の遵守を確保するため、以下の投資制限を承認している。

(1）会社の持分取得に関する制限

　サブ・ファンドは、発行会社の運営に対して重要な影響を及ぼすことを可能とする議決権を行使する株式を取得

してはならず、いかなる状況においても、一つの会社の発行済株式総数の50％を超える株式を取得してはならな

い。

(2）利害関係者の取引制限

　ファンドおよびファンドの投資運用会社は、いずれも、投資主の損害において投資運用会社または第三者の利益

を得ることを目的として行われる取引などの、投資主の利益保護と利害が相反すると認識される取引、または、サ

ブ・ファンドの資産の運用に不利益であると認識される取引を行わない。

(3）サブ・ファンドに対する投資制限

　サブ・ファンドは、ファンドの他のサブ・ファンドが発行する持分に対して投資してはならない。

 

(2) 変更の年月日

平成26年２月14日
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